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６月１１日１３時３０分、北海道労働委員会で 

大仁不当労働事件の第４回調査が開始されまし 

た。この事件は、札幌市内４社の大仁関連会社 

に勤務していた従業員が会社に未払い賃金の請 

求をしたところ、株式会社大仁の四元社主が同 

４社を解散し、組合員・従業員を組合結成して 

賃金を請求したとして解雇した事件です。解雇 

された元従業員は、昨年１２月の給与と１月分 

の給与が未払いのままとなっており、解雇予告 

手当を含む請求金額は３５６万円強になります。 

また不明確な理由で控除された「免責」と称す 

る金額の返金を含めた１０名の請求合計は９８ 

０万円強となっています。会社四元社主は会社 

を解散したため支払うべき会社がないとして賃 

金の不払は正当であるとしています。 

 

 

 

 

 

会社四元社主は、４つの会社解散を主張しています。しかし、大本山である株式会社大仁は新聞に大きな広告 

を出し、元気に営業活動を展開しています。札幌東労働基準監督署の見解でも、４つの解散会社と株式会社大 

仁は一体的運営としか判断できないとしています。従って１０名の組合員は会社解散を理由とした賃金立替払 

いの請求を一時留保しています。マスコミを通じて、札幌市民にコスト軽減の優良商品を扱うイメージを出し

ながらも、社内では従業員を即日解雇し、賃金すら支払を拒否する会社を断じて許すわけにはいきません。 

この事件の詳細は別添北海道労働委員会も申立書を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２００８年６月１０日付北海道新聞広告 大仁は確かに企業活動を続けている！ 

白石区川下の社屋前には社主の高級車 
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２００８年２月２０日 

北海道労働委員会 

会 長  曽 根 理 之    様 

 

 

〒０６０－０００４ 

                             札幌市中央区北４条西１２丁目 

                             ほくろうビル２階 

申立人  全ダイトユニオン 
執行委員長 西 島 秀 行 

 

 

不当労働行為救済申立書 

労働委員会規則第３２条第１項の規定に基づき、次のとおり申し立てます。 

 

記 

 

〒０６０－０００４ 

                             札幌市中央区北４条西１２丁目 

                             ほくろうビル２階 

申立人  全ダイトユニオン 
執行委員長 西 島 秀 行 

                             電話０１１－２１０－０５０５ 

 

〒００３－０８６９    

札幌市白石区川下１０６９－１０ 

                       被申立人  株式会社 大 仁  

                             代表取締役 四元 善博 
電話０１１－８７３－２６４１ 

 

第１ 請求する救済の内容 

 

１、 被申立人会社は、申立人組合から求められた２００８年２月２日付要求に関する団体交渉 

  に誠実に応じ、申立人組合に対して迅速な協議を履行しなければならない。 

 

２、 被申立人会社は、申立人組合の結成を理由に組合員が就労する会社の解散を決定したとし 

  て申立人組合員に個別に通知し、解雇するとし、賃金についても支払うことはできない等 

  と発言して申立人組合の信用を失墜させ、申立人組合の運営を妨げてはならない。 

 

  ３、 被申立人会社は、申立人組合の組合員に対して朝礼時に組合結成を理由とした解雇を命じ、 

    また会社借り上げ住宅からの緊急退去を強行する等して、申立人組合員に対して著しく不利 

益な取り扱いをしてはならない。 
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４、 被申立人会社は、申立人組合の組合員に対する２００８年２月３日付解雇を速やかに撤回 

し、原職に復帰させ解雇日以降原職復帰までの賃金相当額を支払わなければならない。 

 

５、 被申立人会社は、下記内容の陳謝文を縦１メートル、横１．５メートルの白色木板に楷書 

  で墨書し、会社の正面玄関又は外部から見やすい場所に本命令書の交付の日から７日以内に 

１０日間掲示すると共に北海道新聞の全道版、日本経済新聞、朝日新聞、毎日新聞、及び読 

売新聞の全国版に２段７センチ幅の広告を１０日間掲載しなければならない。 

 

記 

 

 

弊社の次の行為は、この度北海道労働委員会により労働組合法第７条第１号、第２号及び第３号

に違反する不当労働行為であると認定されました。 
 

１、 弊社が、貴組合から求められた２００８年２月２日付組合要求に関する団体交渉に際し 

誠実かつ迅速な協議を履行しない行為。 

 

２、 弊社が、貴組合の結成を理由に組合員の皆様に対して就労するそれぞれの会社解散を決 

定したと個別に通知し、賃金についても支払うことはできない等と発言し、貴組合の信用 

を失墜させ、貴組合の組合運営を妨げた行為。 

 

   ３、 弊社が、貴組合の組合員の皆様に対して朝礼時に組合結成を理由として解雇を命じ、更 

に、会社借り上げ住宅からの緊急退去を強行する等して、組合員の皆様に対して著しく不 

利益な取り扱いをしたこと。 

 

弊社は、上記の行為について本謝罪文にて、深くお詫び申し上げると共に、組合員の皆様に対す 

る２００８年２月３日付解雇を速やかに撤回し、原職に復帰させ解雇日以降原職復帰までの賃 

金相当額を支払うと共に、貴組合との団体交渉に速やかに対応し、要求事項全てについて誠実に 

協議を致します。また、労働基準法及び労働組合法等の労務関係法令については十分に見識を深め 

てかかる不当労働行為を繰り返さないことをお約束致します。 

 
以 上 

 

年  月  日 

（掲示する初日を記載すること。） 

 

全ダイトユニオン 
執行委員長 西 島 秀 行     様 

 

 

                                株式会社  大 仁  

                                代表取締役 四元 善博 
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第２ 当事者 

１、 被申立人株式会社大仁（以下、「会社」という）は１９９０年４月に株式会社として設立さ 

れ、肩書地において資本金１億円、従業員約２０名を以って、融雪機の製造・販売業を営んで 

いる。 

 

２、 会社は肩書地に融雪機販売会社４社を支配・運営するほか、融雪機のメンテナンス及び設置

工事会社を運営し、更に肩書地外にも融雪機販売会社４社、メンテナンス及び設置工事会社１

社等を支配・運営している。社名等については下表の通りである（以下これら１２社を「グル

ープ会社」といい、会社と併せて「大仁グループ」という。）。 

社  名 住  所 備   考 

株式会社 札幌東大仁 
〒003-0869  

札幌市白石区川下 1069-18 
代表者 四元和恵 

株式会社 札幌南大仁 
〒003-0869  

札幌市白石区川下 1069-18 
代表者 四元和恵 

株式会社 札幌西大仁 
〒002-8053  

札幌市北区篠路町篠路３９１ 

株式会社 札幌北大仁 
〒002-8053  

札幌市北区篠路町篠路 391 

登記上は篠路。 

実態は白石区川下。 

 

代表者 四元和恵 

株式会社 丸善大仁サービス 
〒003-0869  

札幌市白石区川下 1069-18 
代表者 石川 明 

株式会社 大仁商会 
〒003-0869  

札幌市白石区川下 1069-18 
代表者 四元善博 

株式会社 旭川大仁 

〒071-8112 

旭川市東鷹栖東２条１丁目 

８４３－２０ 

代表者 四元和恵 

株式会社 大仁（青森） 

〒030-0643 

青森市大字浜田字玉川 

２４７－１ 

代表者 四元麻乃 

株式会社 弘前大仁 

〒036-8087 

弘前市大字早稲田３丁目 

１-２ 

代表者 四元麻乃 

株式会社 秋田大仁 
〒013-0043 

横手市安田字八王寺 184番地 
代表者 四元麻乃 

株式会社 丸善大仁サービス（青森） 

〒030-0643 

青森市大字浜田字玉川 

２４７－１ 

代表者 四元麻乃 

株式会社 大仁 新庄支店 
〒996-0002 

新庄市金沢２８４５番地２号 代表者 四元麻乃 

  
３、 申立人組合全ダイトユニオン（以下、「組合」という。）は、大仁グループに勤務する労働者

及び同社を退職した労働者をもって２００８年２月１日に結成され、組合員１０名を擁し、連

合北海道札幌地区連合会及び札幌地区ユニオンに加盟している。 
 


